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平成26年　年頭のご挨拶
一般社団法人　全国土木施工管理技士会連合会　会長 小林　康昭

　新年明けましておめでとうございま
す。平素から、本技士会連合会の活動に
関しまして、全国の各土木施工管理技士
会の皆様方から頂いておりますご協力と
ご理解に、心から感謝を申し上げます。
旧年中は、各地の視察、意見交換会や行
事への参加などで、お世話になると同時
に色々とご助言などを頂きました。厚く
御礼を申し上げます。
　お陰さまで本技士会連合会は、創設22
年目を迎えて、会員数は11万人を超え、
CPDS参加者は100万人を超える活況を
呈しておりますことは、各技士会の皆様
方の日ごろの熱意のあるご活動と会員各
位の変わらぬご協力の賜物と感謝致す次
第であります。
　東北地方の太平洋沿岸一帯を襲った東
日本大震災の被災時から早くも２年９カ
月を経ましたが、未だに被災地の各地に
その爪痕を残しており、復旧復興の進捗
は、残念ながら必ずしも順調とは言えま
せん。被災者の方々のご労苦に思いを致
すと同時に、今もなお日夜を分かたず復
旧復興事業に従事しておられる会員企業
の方々のご尽力に、深甚なる敬意を表す
る次第であります。
　わが国では、今、全国的なレベルで大
震災の怖れが想定されております。ま
た、近年、今までに経験したことがない
ような異常気象によって、大規模災害が
頻発しています。加えて、往年に整備さ
れた社会資本の多くが耐用時期の限界を
迎えております。こうした趨勢に対する
備え、復旧対策、長寿命化対応など、土
木技術に寄せられる期待はますます深ま

り、土木技術者の双肩に圧しかかる責務
は、年を追って大きく重くなっていくは
ずであります。したがって私ども土木技
術者は、その社会的時代的な使命を十分
に認識する必要があるわけであります。
　ところで、市況の各種指標の動向など
から推察するに、閉塞感からの脱却感
を抱かせていることは僥倖であります。
2020年に開催が決まった東京五輪の招致
の成功は、そのひとつでありましょう。
これを単なるスポーツ大会の一イベント
に終わらせないで、かつての1964年の東
京五輪大会の開催時のように、わが国の
経済、文化そして社会の新たな飛翔の
きっかけにつながることを期待したいと
思います。
　こうした時代的な背景に、本技士会連
合会では今まで以上に会員の方々にとっ
て、有益かつ意義のある活動に努めてま
いりたいと考えております。本技士会連
合会活動の中核に育ってきたCPDSは、
多くの発注機関が調達制度の中に取り入
れる機運にあります。そうした事情も与
かって、次第に活動の域が拡大しつつあ
ります。これを多様かつ多面的に活動の
輪をさらに拡げることによって、会員の
方々の技術研鑽の機会や啓蒙に向けた試
みを重ねてまいりたいと考えております
　その第一歩に当たる新年を、希望にあ
ふれる良き一年間であることを期待する
ものであります。皆様方の更なるご活
躍、ご健闘を祈念すると同時に、本技士
会連合会に対しまして変わらぬご支援と
ご協力のほどを切にお願いする次第であ
ります。
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社会保険未加入対策について

国土交通省
土地・建設産業局 建設市場整備課

労働資材対策室

１　はじめに
　建設産業においては、下請企業を中心
に、雇用、医療、年金保険について、法定
福利費を適正に負担しない企業（社会保険
未加入企業）が存在しています。保険未加
入企業は、法定福利費等の必要経費を負担
しておらず、その分のコストがかからない
結果、法律上の加入義務を果たしていない
にもかかわらず競争上有利となっていると
ともに、未加入企業の存在により労働者に
とって最低限の福利すら確保されず、技能
労働者の処遇低下を招き、これが若年入職
者の減少の一因ともなっています。
　国土交通省では、公共事業労務調査にお

いて社会保険等への加入状況の調査を行っ
ていますが、平成24年度の調査結果をみる
限り、企業別では約13％、労働者別では約
42％が雇用、医療、年金保険の全てまたは
いずれかの保険に加入していない状況であ
り、社会保険等への加入を徹底することに
よって、これらの状況を是正し、法定福利
費を適正に負担する企業による公平で健全
な競争環境を構築するとともに、就労環境
の改善による建設業の持続的発展に必要な
人材の確保を図ることが急務です。
　建設業における社会保険未加入対策の必
要性については、平成23年６月に建設産業
戦略会議でとりまとめられた「建設産業の

【図１】社会保険未加入対策の全体像

社会保険等未加入対策の全体像 （H25.10時点）

課 題現 状

○ 技能労働者の処遇の低さが若年入職者減少の一因となり、産業
の存続に不可欠な技能の承継が困難に。

○ 適正に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上不利という不
公正な競争環境。

○ 特に年金、医療、雇用保険に未加入の企業が存在
【企業別】３保険ともに加入している割合 ８７％
【労働者別】元請７９％、１次５５％、２次４６％、３次下請以下４８％

＜Ｈ２４．１０公共工事労務費調査＞

推進協議会の設置 （第 回 実施） 保険加入促進計画の策定 ダンピング対策

行政による
チェック・指導

＜Ｈ２４．７～＞
○経営事項審査における減

点幅の拡大

＜Ｈ２４．１１～＞ ○許可時・経審時に加入状況を確認・指導
○立入検査時には、加入状況に加え、元請企業の下請企業への指導状況を確認・指導
○指導に従わず未加入の企業は、保険担当部局への通報や監督処分の対象に

法定福利費 確保

推進協議会の設置 （第3回 H25.9実施） 保険加入促進計画の策定 ダンピング対策

請 業 指導
総
合
的
対

＜Ｈ２４．１１～＞

○協力会社 施工現場に対する周知啓発や

法定福利費の確保（直轄工事の予定価格への反映、標準見積書の活用）下請企業への指導
（下請指導ガイドライン）

＜公共（直轄）発注者＞
＜民間発注者＞

社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するため、各専門工事業団体が作成した標準見
積書の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書の下請企業から元請企業への提出を本年９月末から
一斉に開始（第３回社会保険未加入対策推進協議会（H25.9.26）において申し合わせ）

対
策
の
推
進

○協力会社・施工現場に対する周知啓発や
加入状況の定期把握、加入指導。

○下請企業の選定時に、加入状況の確認・
指導。遅くとも平成２９年度以降は、未加
入企業を下請企業に選定しない取扱い
とすべき 公共 民間

＜元請企業＞
②発注者に対し 必要な費用を適正に考慮した金額 （法定福利費確保のイメージ）

＜公共（直轄）発注者＞
①現場管理費率式（土木）、複合単価・市場単価等
（建築）の見直し（事業主負担分）及び公共工事設
計労務単価の改訂（本人負担分）により、必要な法
定福利費の額を予定価格に反映。

○主要民間発注者に対し、必要以上の低価格による
発注を避け、法定福利費等の必要な経費を見込ん
だ発注を行うこと、法定福利費が着実に確保される
よう、見積・契約等の際に配慮すること等を要請。

進とすべき。
○２次以下についても、確認・指導。
○新規入場者の受け入れに際し、適切な保

険に加入させるよう下請企業を指導。遅
くとも平成２９年度以降は、加入が確認
出来ない作業員の現場入場を認めない

公共・民間
発注者

①法定福利費の流れ

③④

②発注者に対し、必要な費用を適正に考慮した金額
による見積及び契約締結を行うよう要請。

③専門工事業者に法定福利費が内訳明示された見
積書の提出を求めるとともに、提出された場合、こ
れを尊重。

＜下請企業（専門工事業者）＞

（法定福利費確保のイメージ）

②

実施後５年（平成２９年度以降）を目途に 企業単位では許可業者の加入率１００％ 労働者単位では製造業相当の加入状況を目指す

目指す姿

出来ない作業員の現場入場を認めない
取扱いとすべき。 等 元請企業労働者 下請企業

＜下請企業（専門工事業者）＞
④法定福利費が内訳明示された標準見積書（専門工
事業団体作成）を活用等して元請企業に見積提出。

○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保
○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築

実施後５年（平成２９年度以降）を目途に、企業単位では許可業者の加入率１００％、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指す。

これにより、 を実現

参考：国土交通省ホームページ「建設業の社会保険未加入対策」（http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html）
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再生と発展のための方策2011」等において
提言され、その後、平成23年10月に「社会
保険未加入対策の具体化に関する検討会」
が設置され、具体的な取組方策が検討され
ました。これらを踏まえ、現在、建設業界
を挙げて社会保険未加入対策に取り組んで
いるところです。【図１】

２　社会保険未加入対策の推進
⑴　行政・元請・下請一体となった保険加

入の推進体制の構築
　社会保険未加入対策を着実に推進するた
めには、行政・元請・下請が一体となって
継続的に取組を実施することが必要であ
り、その推進体制として、平成24年５月に
学識経験者や業界関係者で構成する「社会
保険未加入対策推進協議会」を全国と地方
ブロック単位で設置しました。この体制を
中心に、実施後５年を目途に、企業単位で
は許可業者の加入率100％、労働者単位で
は製造業相当の加入状況を目指して、それ
ぞれの立場から社会保険未加入対策に取組
んでいるところです。
　この協議会に構成員として参加する各建
設業者団体は、傘下の会員企業の保険加入
状況を把握するとともに、「社会保険加入
促進計画」を策定し、それぞれの立場から
社会保険等への加入を促進するための主体
的な取組を進め、協議会において各団体の
取組を共有し、継続的にフォローを行うほ
か、周知啓発の取組方針等を議論していま
す。
　また、行政、関係団体、元請・下請各社
など、建設業に関わる様々な主体から、パ
ンフレット・ポスターの作成・配布やキャ
ンペーンの実施、説明会の開催など多様な
手段による周知・啓発を行い、建設企業、
技能労働者などの社会保険加入についての
理解を深め、保険加入に向けた機運を醸成

しています。
⑵　行政の取組
　建設業担当部局では、社会保険等への加
入を徹底するための取組として、昨年11月
から、建設業の許可更新時、経営事項審査
時、さらには事業所や現場への立入検査の
際に社会保険等への加入状況を確認してい
ます。その結果、未加入であることが判明
した企業には、文書による加入指導を行う
とともに、加入状況の報告を求めていま
す。それでもなお未加入の場合は厚生労働
省の保険担当部局に通報が行われ、加入指
導等が行われることになります。昨年11月
から今年９月までの累計では、指導19,574
件、通報1,878件が実施されており、建設
業担当部局による指導により4,430業者が
保険に加入しています。
　保険担当部局による加入指導の結果、そ
れでもなお未加入である建設業者について
は、建設業法に基づく監督処分が行われる
こととなります。
⑶　建設企業の取組
　元請企業においては、保険加入の取組を
下請企業及び現場作業員に浸透させるた
め、工事現場において周知啓発を行うとと
もに、下請企業の保険加入状況の把握に努
め、保険加入を指導する役割を担うことが
求められています。そのため、国土交通省
では、元請企業が下請企業の保険加入状況
を確認できるよう建設業法施行規則の改正
を行い、施工体制台帳の記載事項及び再下
請通知書の記載事項に健康保険等の加入状
況を追加しています。また、施工体制台帳
及び再下請負通知書の改正に合わせて、各
団体等が作成している作業員名簿の様式に
おいても各作業員の加入している社会保険
等を記載する欄が追加され、建設工事の施
工現場で就労する建設労働者について社会
保険等の加入状況を確認しています。
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　この取組は、元請企業及び下請企業の取
組の指針となる「社会保険の加入に関する
下請指導ガイドライン」に即して行われて
います。同ガイドラインでは、元請企業の
役割・責任として、現場における周知啓
発、法定福利費の適正な確保のほか、協力
会社組織を通じた加入状況の定期的把握と
加入指導を行うこと、個々の工事を下請発
注する際の下請企業選定時に加入状況の確
認と加入指導を行うこと、二次以下の下請
についても再下請負通知書により加入状況
の確認と加入指導を行うこと、作業員につ
いても作業員名簿を活用して加入状況の確
認と加入指導を行うこと等を求めていま
す。そして、遅くとも平成29年度以降にお
いては、社会保険等の全部又は一部に適用
除外ではなく未加入の建設企業を下請企業
に選定しない取扱いをすべき、適切な保険
への加入が確認できない作業員について
も、特段の理由がない限り現場入場を認め
ない取扱いをすべきとされています。

３　法定福利費の確保
⑴　発注者の対応
　受注競争が激化する中で、利益確保のた
めに法定福利費を適正に負担しない企業が

存在していることが社会保険等未加入問題
の大きな要因の１つです。法定福利費は、
保険に加入するために必要な費用であり、
保険加入を促進するためには、法定福利費
が発注者から労務を提供する下請企業に適
切に流れることが必要となります。
　それには、請負契約の最も川上に当たる
発注者が、法定福利費相当額を適切に見込
んだ価格で発注することが不可欠です。国
土交通省直轄の公共工事については、現場
管理費率式（土木工事）や複合単価・市場
単価（建築工事）の見直しにより、本来、
事業者が負担すべき法定福利費相当額（事
業主負担分）を予定価格に適切に反映する
とともに、平成25年度公共工事設計労務単
価において、建設作業を担う技能労働者全
員が社会保険等に加入するために必要な法
定福利費相当額（本人負担分）も反映する
こととしています。【図２】
　また、法定福利費が適切に確保できるよ
うにするためには、建設投資の約６割を占
める民間工事の発注者の積極的な協力も不
可欠です。そのため、国土交通省では、主
な民間発注者団体に対し、「法定福利費の
確保による社会保険等未加入対策の徹底に
ついて」（平成24年７月23日）、「技能労働

【図２】法定福利費の確保に向けた直轄工事における対応

（１） 事業主負担分に関する措置業 分

① 国土交通省直轄土木工事における積算については、平成２４年４月から、現場管理費率式の見直しを実

施（国土交通省土木工事標準積算基準書、予定価格への影響：約０．８％）

② 国土交通省官庁営繕工事における積算については、平成２５年１０月公告分から、複合単価および市場

単価の補正を試行。（予定価格への影響：約１．５％）

（２） 本人負担分に関する措置

公共工事設計労務単価については、平成２５年３月に改定して引き上げ。

①技能労働者 減少等 伴う労働市場 実勢価格を適切 反映①技能労働者の減少等に伴う労働市場の実勢価格を適切に反映
②社会保険への加入徹底の観点から、個人分の必要な法定福利費相当額を反映
③被災地等の入札不調の増加状況に応じて機動的に単価を引き上げるよう措置
（被災三県について単価を５％引上げ）

全国（全職種単純平均値）前年度比；被災＋１５．１％
被災三県（全職種単純平均値）前年度比；＋２１．０％
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者の確保に向けた標準見積書の活用等によ
る法定福利費の確保を通じた社会保険等未
加入対策の徹底等について」（平成25年６
月７日）等を発出し、①公正な競争が成り
立つよう必要以上の低価格による発注をで
きる限り避けて、必要な経費を適切に見込
んだ価格による発注を行うこと、②発注す
る工事についての建設作業を担う技能労働
者等に係る法定福利費が着実に確保される
よう、見積・入札・契約の際に配慮頂くこ
と等を要請しています。さらに、主な団体
に対して直接要請する等、必要な法定福利
費を確保するための環境づくりに努めてい
ます。
⑵　法定福利費を内訳明示した見積書（標

準見積書）の活用
　技能労働者の保険加入を促進するために
は、実際に労務を提供している専門工事業
者等が必要な法定福利費を確保できるよう
にする必要がありますが、これまでの取引

慣行では、トン単価や平米単価による見積
が一般的となっており、法定福利費がどの
ように扱われているのか、必要な金額はど
の程度か分かりにくい状況となっていま
す。
　こうした状況を踏まえ、法定福利費は、
本来、発注者が負担する工事価格に含まれ
る経費であるという前提の下、従来の総額
単価による見積だけではなく、その中に含
まれる法定福利費を把握し内訳として明示
した見積書（標準見積書）を活用し、必要
な金額を確保していくための取組を行って
います。
　標準見積書は、各専門工事業団体におい
て作成されるものであり、主に下請となる
専門工事業者が元請企業に対し法定福利費
を内訳明示した見積書を提出するために活
用するものです。これまでに、49の専門工
事業団体（平成25年９月26日現在）が業界
の特性等に応じた標準見積書を作成してい

【図３】標準見積書を活用した法定福利費の確保

標準見積書を活用した法定福利費の確保

社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するため 各専門工事業団体が作成した標準見積書社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するため、各専門工事業団体が作成した標準見積書
の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書の下請企業から元請企業への提出を本年９月末から一斉に開
始（第３回社会保険未加入対策推進協議会（H25.9.26）において申し合わせ）。

公共発注者 民間発注者

イメージ１．問題意識

○ 技能労働者の保険加入を進めるためには、法定福利費の確保が重要。

○ これまでの取引慣行では、トン単価や平米単価による見積が一般的で、法
定福利費がど ようにな る かが 請も元請も把握 き な

法定福利費
確保の要請

適正価格
での発注

予定価格
への反映

定福利費がどのようになっているのかが下請も元請も把握できていない。

○ このため、見積に当たって従来の総額単価だけではなく、その中に含まれ
る法定福利費を内訳として明示することで、必要な法定福利費を確保する。

元請企業

見積書の尊重
法定福利費の支払

標準見積書の活用

２．関係者の取組

【発注者】

○ 直轄工事においては、土木工事の法定福利費現場管理費率式や建築工

下請企業

標準見積書の活用
法定福利費内訳明示

事の複合単価・市場単価（事業主負担分）、公共工事設計労務単価（本人
負担分）において、労働者全員分の社会保険料を予定価格に反映。

○ 国交省や総合工事業団体から、他省庁、地方公共団体、民間発注者等に
対し、法定福利費を含む適正価格での発注を要請。

技能労働者

必要な保険への加入【元請企業】

○ 専門工事業者に対し、法定福利費が内訳明示された見積書の提出を指
導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を支払い。

【下請企業】【下請企業】

○ 標準見積書（専門工事業団体作成）の活用等により、法定福利費が内訳
明示された見積書を元請企業に提出。

○ 技能労働者を必要な保険に加入させる。
法定福利費の流れ
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ます。
　また、総合工事業団体においては、必要
な法定福利費の原資が着実に確保できるよ
う、主な民間発注者団体に対し法定福利費
を適正に考慮した金額により見積及び契約
締結を行うよう要請するとともに、各専門
工事業団体が作成した標準見積書の活用等
により法定福利費が内訳明示された見積書
の作成・提出を元請企業から下請企業に促
すよう、会員企業を通じて働きかけを行う
など、この見積書を提出するための環境づ
くりを行っています。
　このような総合工事業団体や専門工事業
団体等の取組を踏まえ、平成25年９月26日
に開催した社会保険未加入対策推進協議会
において法定福利費を内訳明示した見積書
の活用を一斉に開始することを申し合わ
せ、標準見積書の本格的な運用を開始した
ところです【図３】。
　
４　おわりに
　社会保険未加入対策推進協議会を設置し

て具体的な取組を開始してから約１年半が
経過し、来年度は目標期間の中間年度にあ
たります。ここで、これまでの実施状況を
検証・評価し、対策の必要な見直しを行っ
た上で、目標達成に向けて計画的に取組を
進めていきたいと考えております。
　今後、行政としても、様々な角度から対
策を進めていくことになると思いますが、
元請企業・下請企業・建設労働者等の建設
産業に携わる関係者が一体となって、社会
保険未加入対策の推進に向けた気運を盛り
上げ、それぞれの立場からの取組を強力に
推進していくことが何よりも重要です。建
設業における技能労働者の処遇の向上と産
業の持続的な発展に必要な人材の確保を図
るとともに、公平で健全な競争環境の構築
を実現するため、社会保険未加入は許さな
いとの固い決意をもって業界一丸となって
対策に取組む必要があります。

以　上

建設技能労働者の適切な賃金水準の
確保について

国土交通省
土地・建設産業局建設市場整備課

課長補佐　伊藤 誠記

　最近、建設業の人手不足や、それに伴う
入札不調が拡大傾向にあり、この問題を取
り上げた報道も増加傾向にある。これは、
被災地の復興や、消費増税前の駆け込み需
要等による建設工事の増加とともに、建設
技能労働者の高齢化や若年者の減少による
建設業の担い手不足が大きな原因と考えら
れている。特に、若年入職者の減少は顕著

であり、このままでは災害時の緊急対策や
復旧対策、また今後老朽化するインフラの
維持・更新にも支障を及ぼすことが懸念さ
れている。
　建設産業の担い手の不足の原因は、休日
の少なさやいわゆる3Kと呼ばれる労働条
件の悪さ、社会保険等の加入の遅れなどの
福利厚生の不備等、様々な要因が考えられ



−8−

2014. 1  Vol. 23  No. 1

るが、その中でも最大の要因は、賃金水準
の低さである。（一社）建設産業専門団体
連合会の調査によると、賃金水準の低さ
は、建設業から離職する理由、建設業に入
職しない理由の双方で最も大きな割合を占
めている（図－１）。また、具体的な賃金
水準をみると、建設業に従事する男性の生
産労働者の賃金は、全産業平均のそれと比
べて約26％も低く、（賃金構造基本統計調
査：厚生労働省）上述の調査結果を裏付け
ている。
　このため、「賃金の低さ」を緩和・解消
することが、建設業の魅力を高め、産業に
再び人を呼び込む有効な手段であると考え
られる。
　そこで国土交通省では、平成25年度公共
工事設計労務単価の改訂にあわせ、全国平
均で＋15％の単価上昇を、さらなる賃金の
上昇に回すことで、業界全体の賃金をより
適切な水準に引上げるよう、この４月に太
田国土交通大臣から主要建設業団体に直接
要請するなどの取組を実施している。
　その後、50を超える建設業団体におい
て、技能労働者の賃金水準を確保すること
が団体の方針として決議され、個々の企業
の取組指針を策定したり、各地で説明会を
開催するなどの取組が行われている。

図－１　建設業への入職・離職原因

１．建設企業における賃上げの状況
　これらの取り組みや労働需給の逼迫等の
結果、この４月以降、賃金水準を実際に引
上げた企業（月給、ボーナス等種別は問わ
ない。予定を含む）は、全体の約36％と
なった（図－２）。この間の毎月勤労統計
調査（厚生労働省：図－３）についても、
全産業平均ではほぼ横ばいに止まるのに対
し、建設業では前年比1.6％の伸びとなっ
ており、とりわけ建設技能労働者を多く抱
える職別工事業では前年比＋1.9％と高い
伸びとなった。これは、賃金水準確保のた
めの一連の取組が、一定程度の成果を上げ
た結果と考えられる。
　しかしながら、この間の技能労働力の推
移は、ほぼ横ばいかやや減少傾向（図－
４）であり、依然として熟練工から若手へ
の技能継承がされないままに技能労働者が
減少し、近い将来の災害対応やインフラの
維持・更新を受け持つ建設産業の存続が危
惧される状況に大きな変化は見られていな
い。

２．今後の取組の方向性
　このような状況にかんがみ、技能労働者
の賃金水準の確保について、今後取り組む
べき方向性を以下に概説する。
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　国土交通省調査によると、賃金水準を引
上げない理由（図－５）で最も多い回答は

「発注者や元請負人から請負った金額が低
く、賃金引上げ費用を捻出できない」であ
り、二番目は「経営の先行きが不透明で、
引上げに踏み切れない」であった。このこ
とは、建設投資にかかる中長期的な見通し
の明確化及びダンピング対策の更なる実施
が、賃金水準の確保のために必要であるこ
とを示唆しているものと考えられる。
　一方、賃金水準を引上げた理由（図－
６）を見ると、「業績が好調」「業界の発展
に必要」「労働者の確保のため」「公共工事
設計労務単価の上昇により」がほぼ同比率
で並んだ。１点目は対前年度を上回る現在
の建設投資が、３点目・４点目は、平成25
年度公共工事設計労務単価の引上げと現在
の人手不足が賃金水準にも影響を与えてい
ることを示唆している。興味深いのは２点
目で、多くの経営者が、建設業界の発展に

図－２　賃金水準の引上げ状況（％）
図－３　過去６ヵ月の給与※対前年比

-0.3%

1.6%
1.9%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

図－４　技能労働者の推移

必要という自社の利益に限らない点に価値
を見出していることである。この点から
も、本年４月の大臣自らによる要請を含
め、技能労働者の適正な賃金水準の確保の
取組が一定程度成果を上げつつあるととも
に、より一層の周知徹底が必要であると考
えられる。
　このように、今回実施した一連の調査を
踏まえれば、『技能労働者の適切な賃金水
準の確保のための取組の更なる周知徹底』、

『建設産業の将来の見通しの明確化』、『ダ
ンピング対策の更なる実施』等の方向性
が、技能労働者の適切な賃金水準の確保の
ために必要であると考えられる。

３．新たな取り組み
　このように、一定の成果がみられるもの
の、いまだ十分とは言えない建設技能労働
者の賃金引上げ状況にかんがみ、太田大臣
からの要請から約半年が経過した10月23
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日、高木副大臣より主要建設業団体に対
し、取組の加速化を改めて要請した。
　これを受け、平成25年度公共工事設計労
務単価を用いて積算した工事現場に周知ポ
スターを掲示する取組を、公共工事の受発
注者が連携して実施してゆくことが新たに
合意された（図－７）。
　このポスターは、国土交通省発注工事の
みならず、国・地方自治体など公共工事設
計労務単価を使用している他の公共発注者
にも活用を呼び掛けているところである。
　これらの取組により、工事現場で働く技
能労働者一人一人に対し、適切な賃金水準
の確保のための取組が周知されることで、
技能労働者の賃金水準の確保が加速してゆ
くことが期待される。

図－５　賃金水準を引上げられない理由（複数解答）

図－６　賃金水準を引上げた理由（複数回答）

新労務単価フォローアップ相談ダイヤル 

若者にとって魅力ある業界であるために。 
真面目に働く職人が報われるために。 

主に大臣許可業者が関連する、新労務単価の対象となる請負契約にかかる情報その他の関連情報を受け付けています。 

図－７
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　（一社）全国土木施工管理技士会連合会
（以下「連合会」という。）は、平成25年11
月22日（金）東京都内において、国土交通
省との意見交換会を開催した。
　当日は、足立技監、森官房技術審議官、
他多数幹部が出席された。今回の意見交換
会は、昨年同様、自由討議に十分な時間を
取り、その中で議題に対する意見交換会が
行われた。議事は、猪熊専務理事の進行で
行われ、冒頭、連合会の小林会長と国土交
通省の足立技監のご挨拶があった。
　小林会長は、「自然災害への備えや、イ
ンフラの維持管理など土木技術者への期待
が大きくなっていることから、将来に備え
るためにも関係者と一丸となって努力した
い」と述べられた。足立技監は、「今年は
災害が多く、国交省の※テックフォースの
活動が高い評価を得ている。テックフォー
スは、国交省職員だけでなく、もっと広く
考えており、皆さんにもそうした役割を
担ってほしい。インフラの維持管理でも皆

さんの技術を活用させていただきたい」と
語られた。
　意見交換会では、連合会から、①現場の
技術者を確保するために、技術検定の緩
和・受験者向け講習への助成や②都道府県
などによる受発注者間の情報共有システム
の導入を支援する体制整備などを提案し
た。また、③速やかな設計変更金額の提示
や④提出書類の簡素化なども要望した。
　国交省側からは、いろんな面から幅広く
検討し、いろんなデータを蓄積して状況判
断ができるような、データベースの整備や
適正な能力のある技術者を評価して「仕事
のやりがい」が持てるような環境整備など
について一緒に考えていきたい。また、
しっかり議論して、やれることから順次
やっていきたいと語っていた。
※�テックフォース：国土交通省緊急災害対策派
遣隊（TEC―FORCE）は、大規模自然災害が
発生し、又は発生するおそれがある場合にお
いて、被災地方公共団体等が行う災害応急対
策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実
施することを目的としたもの。

平成25年度　国土交通省との意見交換会

意見交換会

小林　会長挨拶

足立　技監挨拶
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１�．リーンコンストラクションの歴史と定
義

　リーンコンストラクションは、生産性向
上と品質確保を追求するトヨタ生産方式を
建設工事に応用しようとする建設方式であ
る。しかしこの方式は日本では発展せず海
外で適用がすすめられてきた。1980年代初
め日本のトヨタ方式の技術文書が英語に翻
訳されて海外の製造業に導入され、それが
1990年代半ばから海外の建設業に導入され
始め、今日では米国をはじめ十数カ国で適
用・研究がなされている（図１）。日本で
はこうした動きはこれまでなかったが、海
外の活動に触発される形で情報交流・適用
の試みがなされ始めているので、ご紹介し
たい。
　建設への導入過程を詳しくみると、フィ
ンランドVTT（Technical Research Center 
of Finland、フィンランド国立技術研究セ
ンター）のLauri Koskelaによる業績が、
リーンコンストラクションの研究を切り開

く上で重要な第１歩となった。1992年に
Koskelaは 米 国 ス タ ン フ ォ ー ド 大 学

（Stanford University）滞在中リーンコン
ストラクションの論文を執筆し、その後
フィンランドに戻り、1993年にフィンラン
ドのEspooにおいて最初のリーンコンスト
ラクション国際会議を開催した。これが最
初の出発点であった。第２回目のリーンコ
ンストラクション国際会議は1994年にチリ
で、第３回目の会議はアメリカで開催され
た。その後毎年１度リーンの最も大きい大
会として開催されている。
　リーンコンストラクションは比較的新し
いために世界共通の厳密な定義が定まって
いるとは言えない状況にあり、その実態に
関しては混乱も見られる。英国などでは
リーンコンストラクションは「哲学」と考
える説もある。実態を簡明に記述できれば
厳密でないこと自体は、実際に使う場合に
それほどは困らないが、リーンコンストラ
クションは実態の簡潔な記述の途上にある
といえる。
　ただそれではリーンコンストラクション
の検討を進めていくうえで困るので、暫定
的な定義を定めておきたい。イギリスの団
体Constructing Excellenceの定義などを参
考 に、 現 時 点 で は「 リ ー ン 方 式（lean 
method、トヨタの生産手法）を用いて、
工事における無駄のない高い生産性と品質
確保を追求しようとする建設方式」と定義
するのが妥当と思われる。

リーンコンストラクションのご紹介

（一社）全国土木施工管理技士会連合会
　猪熊　明

トピックス

図１　リーンコンストラクションの歴史
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２．その基本的な考え方
　リーンコンストラクションのもとになっ
たのは、ジャストインタイムに代表される
ムダを徹底的に排除したトヨタ生産方式で
ある。海外ではこのムダがないことを

「lean（痩せた）」の単語で表し、リーン方
式と呼ばれる。トヨタ生産方式（TPS）
は、トヨタ独自のムダの削減に焦点が当て
られている。図２に示すように、生産ライ
ンを効率よく流す「ジャスト　イン　タイ
ム」と、何か支障が発生した折にラインを
止めるなど「見える化」をする「自働化」
との２本柱からなるとされる。このうち
ジャストインタイムは効率化という観点か
ら「工事の生産性向上」と考えられ、自働
化は欠陥部品をなくすという観点から「品
質の確保」と考えられる。こうした効率性
の追求、判断するために経験的方法を用い
るなどというのは、人間の歴史において繰
り返し見られる事象である。TPSは、テイ
ラーやフォード等過去のリーダーの失敗か
ら学び、効率化した結果より洗練されたも
のになったと言える。
　トヨタを含め日本の製造業では、ボトム

アップ型に基づいた暗黙知ベースのシステ
ムが形成されることが多い。リーン生産方
式（lean manufacturing、lean product 
system、lean）は、1980年代にアメリカ
のマサチューセッツ工科大学（MIT）が
日本の自動車産業の生産方式を研究し、そ
れを再体系化・一般化した新しい生産方式
と言われる。MITで行われた研究は、TPS
とトップダウン型の形式知ベースのシステ
ムとの融合やその体系化などが特徴であ
る。
　リーンコンストラクションは完成された
技術ではなく現在発展途上である。リーン
以外の効率化などとどう境界線を引くか、
など整理研究すべき課題が多くある。しか
し、これまでトヨタ方式がリーンとして他
産業に導入され成功例が示されているこ
と、アメリカの建設現場などで効率向上の
成功例が報告されていること、などから日
本の建設工事においても生産性向上と品質
確保を追求するのにトヨタ生産方式の応用
を考えることは試みる価値のあることのよ
うに思われる。

図２　トヨタ生産方式
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東日本大震災により損傷した鋼橋
（石巻大橋）の応急復旧

日本橋梁建設土木施工管理技士会
宮地エンジニアリング株式会社　

現場代理人　阿部　幸夫
工事担当　原口　文彰

１．はじめに
　宮城県石巻市を流れる一級河川旧北上川
の下流部に位置する石巻大橋は、日和大橋
や内海橋（東内海橋、西内海橋）と並ぶ石
巻市民の生活に欠かせない主要な路線で
あったが、東日本大震災により甚大な被害
を受けた。その結果、日和大橋には災害復
旧の資材運搬用トラック等が多く通行し、
内海橋では、損傷による通行制限がなされ
たことから、本橋は、より多くの市民が必
要とする重要生活路線となっていた。
　本橋の損傷は、津波により流された船舶
の衝突による主桁およびRC床版の損傷や
地盤変位に伴う桁掛け違い部での段差等
（図－１）であり、市民の生活道路として
の復旧が至上命令であった。

　本工事では、損傷した主桁（図－２）を
部分的に撤去し、新設の主桁を設置した。
　本稿では、本工事の応急復旧工事の概要
について報告する。
⑴　工 事 名：石巻大橋災害応急復旧工事
⑵　発 注 者：石巻市役所
⑶　工事場所：宮城県石巻市大橋二丁目ほ

か２字地内
⑷　工　　期：平成23年９月15日～

平成24年11月30日
⑸　橋梁形式：鋼単純箱桁、鋼単純Ｈ鋼桁
⑹　橋　　長：306.540m
⑺　支 間 長：54.720m（箱桁）、
　　　　　　　14.0m（Ｈ桁）
⑻　架設工法：クレーン付きトラック架設

図－１　石巻大橋損傷概要図
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２．現場における問題点
　主要な生活路線である本橋の応急復旧工
事に際して、以下の問題があった。
⑴　桁掛け違い部に発生した段差による通

行障害
　震災直後、本橋の桁掛け違い部（伸縮装
置部）の数カ所において、地盤変位による
橋梁相互の段差が発生しており、一般交通
の通行を可能とするための緊急仮復旧の対
応が必要であった。
⑵　吊足場用吊金具（既設）の広い設置間隔
　本橋の主桁付きの維持管理用吊金具は、
一般的な設置間隔（2m以内）とは異なり、
横桁位置となる約6mという広い間隔で設
置されており、その位置での吊チェーンに
よる吊足場の支持は、耐力上、非常に難し
いものであったことから、この広い支持間
隔に適用した吊足場構造を検討する必要が
あった。加えて、後述する箱桁損傷部の部
分撤去と取替部材設置時の作業スペースを
確保するための吊設備の吊点位置を反映す
る必要もあった。
⑶　主桁部分取替え時の主桁断面剛性の確

保
　箱桁（主桁）損傷部の部分撤去作業で
は、その部分を新設の補強部材に置き換え
るまでの期間、部材剛性が著しく低減し、
有害な変位や場合により橋桁の崩壊等の発

生する危険性があった。また、部材欠損に
伴い箱桁断面の形状保持が崩れる懸念もあ
り、何らかの対策を講じる必要があった。
⑷　主桁取替部材と既設部材の取合精度の

確保
　箱桁損傷部の撤去部分と新たに設置する
工場製作部材との接合は、施工性が良く、
工程上有利な高力ボルト接合としたが、既
設部材における撤去位置、形状およびボル
ト孔位置をいかに新設部材の製作へ反映
し、かつ両者の取合精度を確保するかが課
題となった。
３．対応策と適用結果
⑴　鉄板の敷設および仮舗装による交通確

保
　本橋の桁掛け違い部（伸縮装置部）に発
生した橋梁相互の段差は、厚さ22mmの仮
設鉄板をクレーン付きトラックで敷設する
とともに、その上面に仮設アスファルト舗
装を施工し、仮復旧した。仮舗装の施工長
は橋軸方向に約10mとし、滑らかな縦断勾
配となるようにすりつけることで、一般車
両の通行性と車両通過時の損傷橋体への衝
撃の低減に配慮した。
　箱桁損傷部の補修作業完了後、一般交通
の片側交互通行規制下において、仮舗装と
仮設鉄板をカッターとクレーン付きトラッ
クで撤去し、既設伸縮装置の撤去、新設伸
縮装置の据付けを実施した。
⑵　Ｈ形鋼および吊り機械による吊足場の

採用
　吊足場の吊チェーン間隔を一般的な吊足
場と同等の2m以内にするため、約6m間隔
の既設維持管理用吊金具に加えて、新設金
具を追加設置する案も考えられたが、損傷
した箱桁部材に極力、手を入れないこと
と、工程短縮が至上命令であったことを踏
まえ、本工事では、箱桁ウェブ外側の将来
施工用ブラケット仕口部にＨ形鋼（H300）

図－２　主桁損傷の調査状況
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を高力ボルトで固定し、そこから吊チェー
ンに代えてチェーンブロックを用いて足場
支持梁（H300）を吊足場のおやごとして
支持した（図－３、４）。これにより、安
全性の高い吊足場の構築が可能になるとと
もに、後述する任意位置にある主桁損傷部
の部分撤去と取替部材設置時の作業スペー
スを確保することが可能となった（Ｈ形鋼
を利用した任意位置での吊設備の設置が可
能となった）。
⑶　バイパス桁や箱桁内形状保持による剛

性確保
　箱桁（主桁）損傷部の部分撤去作業にお
いて、その部分を補強部材に置き換えるま
での間の主桁部材剛性を確保するため、部

分取替範囲の箱桁下フランジ下面に鋼製の
バイパス桁を撤去作業に先立ち、橋面に据
え付けたクレーンにより分割架設した（図
－５、６、７、８）。バイパス桁は高力ボ
ルトを用いて既設桁に固定した。その際、

図－３　Ｈ形鋼を利用した吊足場構造

図－４　Ｈ形鋼を利用した吊足場設置状況

⑴　垂直・水平補剛材（部材①）の設置
⑵　バイパス桁（部材②、③、④）の設置
⑶　損傷部の撤去および新設部材設置（部材⑤）
⑷　損傷部の撤去および新設部材設置（部材⑥）
⑸　バイパス桁の撤去（部材②、③、④）

図－５　損傷部施工とバイパス桁の施工手順

図－６　バイパス桁設置と損傷部撤去状況

図－７　バイパス桁撤去状況①
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撤去範囲の広い損傷箇所については、バイ
パス桁を先行設置するとはいえ、一度にす
べての範囲を一括撤去することは、既設桁
に大きなダメージを与え、机上の計算では
予見できない箱桁の新たな損傷を招くこと
が懸念されたため、既設部材の部分撤去と
新設部材の設置を交互に繰り返すサイクル
施工を実施した（図－５）。また、部材撤
去時の箱桁断面の形状保持を目的に、箱桁
内に形状保持材を設置した。これは撤去せ
ず残置した。
⑷　原寸シートによる罫書きと現場当てモ

ミ孔明け
　設計段階において、箱桁損傷部の現場実
測結果を反映した撤去範囲の決定と既設部
材への孔明け位置を含めた新設部材の構造
寸法を検討し、設計図を作成した。
　製作工場では、設計図を基に原寸作業で
作成した既設部材孔明けデータと新設部材
構造寸法データを反映した部材原寸シート
を作成し、これを現場へ送付し、これを既
設部材に当て、切断線や孔明け位置の罫書
きを実施した。加えて、既設箱桁部材への
ボルト孔明け作業では、規定サイズより小

さい孔で先行孔明けを行い、その後新設添
接板を既設箱桁に当て、これを定規とした
現場当てモミによる孔明け施工を行うこと
で、既設箱桁と新設補強部材との取り合い
精度を確保した（図－９）。
４．おわりに
　近隣住民の生活確保のため、一時たりと
も寸断が許されないという至上命令のも
と、本橋の応急復旧工事は進められた。
　本工事では、他の補修・補強工事でも起
こりうる様々な不確定要素が渦巻く中、現
場に従事した総ての人間が、共通認識の
下、知恵を出し、工事を遂行したおかげ
で、様々な課題を抱えながらも、交通を通
しながら、事故無く無事完了し、早期開通
を迎える事ができた。
　本工事で採用した箱桁損傷部のバイパス
桁を利用した部分撤去と新設部材の設置や
Ｈ形構を支持梁として利用した吊足場構造
は、今後の震災等でダメージを受けた鋼桁
の補修・補強工事に十分活かせるものと確
信する。
　最後に本報告が今後の同種工事の参考に
なれば幸いである。

図－８　バイパス桁撤去状況② 図－９　損傷部への新設部材設置完了
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裏込注入工（硬質発泡ウレタン）における
充填確認方法の改良

山形県土木施工管理技士会
林建設工業株式会社　　　
現場代理人　菊池　秀昭

１．はじめに
　硬質発泡ウレタンによる裏込注入工の充
填確認方法は、一般的に注入時の圧力管理
と注入後のコアボーリングによるコアの抜
き取り及び目視による方法がとられる。し
かし、裏込注入を施工するトンネルによっ
ては、覆工内部の鉄筋等の障害により、コ
アボーリングの実施に支障をきたす場合が
ある。
　本報告は、裏込注入工の充填確認方法に
ついて検討し、改良を行った結果を報告す
るものである。
工事概要
⑴　工 事 名：八幡平発電所　隧道改良工事
⑵　発 注 者：秋田県産業労働部
⑶　工事場所：秋田県鹿角市八幡平地内
⑷　工　　期：平成20年７月22日～

平成20年10月31日
２．現場における問題点
　本工事の当初設計では、外径66mmのコ
アボーリングによるコアの抜き取り及び目
視による充填確認方法となっていた。しか
し、本工事のトンネル覆工は、１基当りの
トンネル延長方向幅が12cmとなるRCプレ
キャスト造の組立枠により築造されてお
り、既存資料では内部鉄筋の配置間隔は最
大で40mmとなっている。（図－１）その
ため、施工時の誤差も考慮すると、ビット
外径を36mm以下としないと、鉄筋を切断
又は破損する可能性がある。
　一方、ウレタン充填確認のためのコア抜

き取りは、メーカーの指導によるとコア外
径40mm以下ではコアを綺麗に抜き取るこ
とが不可能という見解であり、充填確認の
方法を模索する必要がある。
３．対応策と適用結果
１）充填確認方法の選定
　本工事の特記仕様書では、充填確認の方
法として外径66mmのコアボーリングを
3m間隔で削孔して充填状況の確認を行い、
その記録を保存しなければならない。ま
た、確認した結果、未充填箇所や連続性の
ない空洞等が合った場合には二次注入を行
う必要があった。
　コア抜き取りによる充填確認に代わる方
法として、注入孔削孔時に使用するハン
マードリルを使用して外径32mmで削孔を
行い、その内部を内視鏡によって確認が出
来ないかの検討を行った。採用の条件とし
て下記のとおりとした。
⑴　暗い孔内でも鮮明に内部状況が確認で

きること。

図－１　トンネル断面図
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⑵　孔内の充填状況の写真撮影が可能なこ
と。

⑶　取扱が簡便で軽量であること。
　以上を考慮した結果、表－１に挙げた工
業用内視鏡を選定し、発注者に充填確認方
法の変更承諾を提出した結果、採用となっ
た。
２）内視鏡による充填確認方法
　本工事の裏込材充填及び確認方法は、注
入孔をトンネルセンターから千鳥配置に
1.5m間隔で設置して注入を行い、その1.5m
の中間より3m間隔で充填確認用チェック
孔を削孔した。チェック孔の削孔は、注入
孔の削孔にも使用した外径32mmのハン
マードリルを用い（図－２）、充填された
ウレタンを突き抜いて地山に到達するまで
削孔した。地山に到達するまで削孔するの
は、空洞にウレタンが完全充填されている
事を確認するためである。
　削孔したチェック孔に内視鏡を挿入して
充填状況の確認を行い（図－３）、地山と
ウレタンの境界付近に空洞のない事を確認

し、最後にチェック孔内の撮影を行い充填
確認記録とした。（図－４）
　内視鏡により充填確認を行った結果とし
て、連続性のない空洞や障害物により充填
できなかったチェック孔（図－５）も容易
に判明し、未充填箇所はチェック孔より二
次注入を行い、完全充填を行った。
４．おわりに
　本工事において、工業用内視鏡を使用し
てトンネル覆工背面の裏込注入における充
填確認を行った事は、新技術を活用した現
場管理として発注者からも高い評価を得る
事ができた。また、孔内の状況を直視でき
るため未充填箇所・空洞等を即座に発見で
き、速やかに二次注入を行う事ができたこ
とからも、品質管理における効果は大き
かった。また、当初設計であるコアボーリ
ングによる充填確認と比較すると、確認資
料の省力化とコスト削減の効果もあった。
　今回施工した八幡平発電所隧道改良工事
の裏込注入工は、トンネルの延長及び形状
寸法から硬質発泡ウレタンによる注入工法

「セットフォーム工法」が最適工法として、
設計採用されたものと思われる。戦後の高

表－１　工業用内視鏡仕様

図－２　注入孔削孔状況 図－３　内視鏡による
充填確認

図－４　ウレタン充填
確認状況

図－５　未充填（空洞
有り）
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度成長期に構築された在来工法のトンネル
はそのほとんどが補修・補強の時期に至っ
ている。維持補修工事では、工法・材料と
も日々新しい技術が開発されてきており、
それらを有効に活用することが重要と考え
る。今後も新技術等の動向に注目しなが

ら、日々の施工に活用する工夫を心がけた
い。
　最後に、本工事の施工にあたり助言や指
導をいただいた発注者および元請の奥山
ボーリング㈱の皆様に感謝し、報告を終わ
る。

第18回　土木施工管理　技術論文・技術報告　募集

技術発表会について

　第18回土木施工管理技術論文・技術報告の募集を開始いたしました。
　ご応募頂いた技術論文のうち、受理された投稿論文を平成26年６月20
　日に東京都内マツダ八重洲通ビルで行う、JCM主催の　「リーンコン
ストラクション等セミナー（建設現場の生産性と品質向上等の技術発表
会）」　で発表していただくことができます。発表料金は論文の料金に含
まれますが、旅費は発表者で負担願います。ご希望の方は論文申請時に
お申し込みください。ただし発表定員等から発表できない場合がありま
す。発表の可否は、平成26年１月末にお知らせいたします。

 
 

どぼく川柳 
現在募集中の土木川柳から投稿して頂いた作品をいくつかご紹介いたします。 

当会では皆さまの投稿をお待ちしております。 
 

スコップの 先に転がる 蝉二匹   大釜洋志 

再びの スポット浴びる 建設業   翔のんまな 

腕が鳴る 七年越しの おもてなし   はんしんいち 

先人の 知恵がつまっている いる定礎   つるはし君 
 

ホームページでも多数紹介しておりますので、是非一度ご覧下さい。 

http://www.ejcm.or.jp/new_sonohoka/senryu.html 
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巻頭言
　平成26年　年頭のご挨拶
特集
　社会保険未加入対策について
　建設技能労働者の適切な賃金水準の確保について
連合会だより
　平成25年度　国土交通省との意見交換会
トピックス
　リーンコンストラクションのご紹介
技術論文・技術報告
　第17回　土木施工管理技術論文報告　最優秀論文賞　受賞論文
　第17回　土木施工管理技術論文報告　最優秀報告賞　受賞報告

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会
Japan Federation of Construction Management Engineers Associations（JCM）

〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番30号
アルス市ヶ谷3階

電話03-3262-7421/FAX03-3262-7424

技士会の

建設業全28業種の監理技術者が対象です

監理技術者講習監理技術者講習
インターネット申込受講料  9,500円
紙申込の受講料9,800円 （テキスト代・講習修了証交付手数料・消費税含む）

お申込みは、ホームページから
http://www.ejcm.or.jp

県 講習地 実施日

北
海
道

札　幌

平成26年１月17日㈮
平成26年２月21日㈮
平成26年３月11日㈫
平成26年４月２日㈬
平成26年６月６日㈮

旭　川

平成26年１月31日㈮
平成26年４月４日㈮
平成26年５月９日㈮

帯　広
平成26年２月７日㈮
平成26年４月18日㈮

青　森 平成26年４月５日㈯

東　京 平成26年５月16日㈮

県 講習地 実施日

山
梨 甲　府

平成26年２月20日㈭
平成26年４月17日㈭
平成26年６月27日㈮

新　潟 平成26年２月27日㈭
富　山 平成26年４月10日㈭
福　井 平成26年４月15日㈫

愛
知 名古屋 平成26年２月21日㈮
鳥
取 鳥　取 平成26年２月18日㈫
島
根 出　雲 平成26年４月２日㈬

広
島

広　島

平成26年２月13日㈭
平成26年４月10日㈭
平成26年６月12日㈭

福　山 平成26年６月16日㈪

県 講習地 実施日

山　口 平成26年４月21日㈪
徳　島 平成26年４月19日㈯

香
川 高　松

平成26年１月18日㈯
平成26年４月19日㈯

愛
媛 松　山

平成26年２月19日㈬
平成26年４月15日㈫
平成26年６月24日㈫

高　知

平成26年２月５日㈬
平成26年４月９日㈬
平成26年６月19日㈭

宮　崎 平成26年５月13日㈫

第１回JCMリーンコンストラクション等セミナー
発表論文を募集中。受理された論文には50万円の研究助成します。

技士会の

第１回JCMリーンコンストラクション等セミナー
発表論文を募集中。受理された論文には50万円の研究助成します。

１．JCMではリーンコンストラクション（生産性と品質の向上を追求するトヨタ生産方式を建設工事に応

用する建設方式）を促進するために「リーンコンストラクション等セミナー」（建設現場の生産性と品質

向上等の技術発表会）を開催します。またそこで発表していただく技術論文を募集します。

２．セミナーは平成26年６月20日に東京都内マツダ八重洲ビルで行います。当日はリーンコンストラク

ションの説明会と技術発表会を行う予定です。

３．研究の助成企画書を出していただき、承認され、論文が受理され、技術発表会で発表いただく場合に

は50万円の研究助成をいたします。ただし技術発表会の定員（当会が別に募集する技術論文応募者から

の発表を含み20名程度）になりましたら募集をしめ切ります。助成金の送金先は、個人でも会社等の法

人でも良く、使途は自由です。

４．詳しくはホームページの技術論文（http://www.ejcm.or.jp/new_ronbun/ronbunhajime_01.html）

をご覧ください。
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